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平成平成平成平成２２２２８８８８年度県民生活に関する相談状況について年度県民生活に関する相談状況について年度県民生活に関する相談状況について年度県民生活に関する相談状況について    

 
 
 

１１１１    相談件数の状況相談件数の状況相談件数の状況相談件数の状況      平成２８年度に県及び市町の消費生活相談窓口で受け付けた消費生活相談は，２７，２１２件で，前年度に比べ７９４件，率にすると２．８％の減少となった。   このうち，「不当請求・架空請求」に係る相談が３，８４９件で，前年度に比べ３５１件，率にすると ８．４％減少した。    県民相談については，１，４８３件で，前年度に比べ３７件，率にすると２．４％減少した。特に 「交通事故相談」が４．０％減少した。 
相談件数の状況相談件数の状況相談件数の状況相談件数の状況 

.                                   （単位：件，％）    区   分   平成２８年度   相談件数 （Ａ）   平成２７年度   相談件数 （Ｂ） 増 減 数      Ａ－Ｂ  増 減 率 ((Ａ－Ｂ)/Ｂ)×100 消 費 生 活 相 談 ２７，２１２ ２８，００６  △７９４ △２．８ 
 

不当請求・架空請求 ３，８４９ ４，２００ △３５１ △８．４ 
 う ち ヤ ミ 金 融 ７３ １１３ △４０ △３５．４ そ の 他 の 相 談 ２３，３６３ ２３，８０６ △４４３ △１．９ 県 民 相 談 １，４８３ １，５２０ △３７ △２．４ 

 

行 政 相 談 ４１９ ４１９ ０ ０．０ 家 事 相 談 ７２８ ７５１ △２３ △３．１ 交 通 事 故 相 談 ３３６ ３５０ △１４  △４．０ 
 

２２２２    消費生活相談の概要消費生活相談の概要消費生活相談の概要消費生活相談の概要    （1）  不当請求・架空請求の相談状況    不当請求・架空請求の相談３，８４９件は，消費生活相談の１４．１％を占める最も多い相談である。減少した主な要因は，架空請求はがきの手口等が沈静化したことが大きいが，アダルトサイトのワンクリック請求やサイト利用料未払金の架空請求メールの手口等が後を絶たない状況が続いている。        
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２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度
不当・架空その他

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 全体件数 33,489 31,076 29,872 27,399 26,864 29,606 29,904 28,006 27,212 不当・架空 6,094 3,943 3,337 3,493 3,089 3,373 4,726 4,200 3,849 構成比 ％ 18.2 12.7 11.2 12.7 11.5 11.4 15.8 15.0 14.1 

不当請求・架空請求の不当請求・架空請求の不当請求・架空請求の不当請求・架空請求の推移推移推移推移 

平成２９年６月２３日 消 費 生 活 課          

（件） 

（単位：件） 
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（2） 「その他の相談」の商品・役務別相談件数  １位の「インターネット通信サービス」と２位の「不動産貸借」は，昨年度と順位が入れ替わっている。「不動産貸借」が前年度比７．１％減少する一方で，「インターネット通信サービス」は２６年度に前年度比６８．０％増加，２７年度も前年度比１０．０％増加したのに続き，２８年度も前年度比 １８．８％増加している。 特に変動が目立つものとして，１０位の「自動車」が昨年度と順位に変動はないが，率にすると前年度比２３．１％増加している。「自動車」は２７年度に前年度比２２．０％と大きく減少したものの， ２６年度の水準（相談件数４６０件）に戻っている。 ７位の「健康食品」は，２７年度に前年度比２１．１％増加したのに続き，２８年度も前年度比 １８．３％増加している。これは，安価なお試し価格で消費者を誘因し，実際は定期購入コースを契約させたり，注文していない健康食品を代金引換の宅配便で一方的に送りつけたりするなどのトラブルに関する相談が相次いだことによるものである。 
商品・役務別相談件数商品・役務別相談件数商品・役務別相談件数商品・役務別相談件数（不当請求・架空請求を除く）（不当請求・架空請求を除く）（不当請求・架空請求を除く）（不当請求・架空請求を除く）                                          （単位：件，％） 区  分 平成２８年度 平成２７年度 増減率 ((Ａ‐Ｂ)/Ｂ) ×100 相 談 の 内 容 相談件数(Ａ) 構成比 相談件数(Ｂ) 苦 情 相苦 情 相苦 情 相苦 情 相 談談談談    １９１９１９１９，，，，７８０７８０７８０７８０    ８８８８４．７４．７４．７４．７    ２０２０２０２０，，，，３５３５３５３５５５５５    △△△△２．２．２．２．８８８８     １位 インターネット通信サービス １，６２６ ７．０ １，３６９ １８．８ 光回線変更の電話勧誘，遠隔操作によるプロバイダの変更 等 ２位 不 動 産 貸 借 １，３５０ ５．８ １，４５３ △７．１ 敷金の返還，借家の明け渡し，仲介手数料 等 ３位 情報提供サービス １，２４６ ５．３ １，０９１ １４．２ オンラインゲーム，出会い系サイト等の利用，放送受信料の支払い 等 ４位 商 品 一 般 ９９８ ４．３ １，０７９ △７．５ 公的機関を騙ったり，個人情報を聞き出そうとする不審な電話 等 ５位 融資サービス ９４９ ４．１ １，０５１ △９．７ 多重債務の整理，過払い金の請求，住宅ローンの返済 等 ６位 役 務 そ の 他 ７８６ ３．４ ７３４ ７．１ ワンクリック詐欺の解決を請け負う興信所等，個人情報漏えいの削除を騙るサービス 等 ７位 健 康 食 品 ７２５ ３．１ ６１３ １８．３ 意図しない定期購入，強引な電話勧誘，効果に不満 等 ８位 建築・工事等 ５９８ ２．６ ６９３ △１３．７ 新築住宅の建築，床下，屋根等のリフォームの不具合，点検商法 等 ９位 移 動 通 信 サ ー ビ ス ５８８ ２．５ ６２６ △６．１ 携帯電話サービス，モバイルデータサービス 等 

10位  自 動 車 ４４２ １．９ ３５９ ２３．１ 自動車の早期不具合，購入キャンセル，中古車の修復歴改ざん 等 そ  の  他         １０，４７２ ４４．８ １１，２８６ △７．２ スマートフォン等の購入，化粧品，エステ，預貯金・証券等 問 合 せ ・ 要問 合 せ ・ 要問 合 せ ・ 要問 合 せ ・ 要 望望望望    ３，３，３，３，５８３５８３５８３５８３    １５１５１５１５．３．３．３．３    ３，３，３，３，４５４５４５４５1111    ３．３．３．３．８８８８     そ の 他 の 相 談 計そ の 他 の 相 談 計そ の 他 の 相 談 計そ の 他 の 相 談 計    ２３，２３，２３，２３，３６３３６３３６３３６３    １００．０１００．０１００．０１００．０    ２２２２３３３３，，，，８０６８０６８０６８０６    △△△△１１１１．．．．９９９９        注）１ 「苦情相談」とは，消費者苦情が発生している相談をいう。   ２ 「問合せ」とは，買い物相談・生活知識等苦情が発生していない相談や事業者からの相談等をいい， 「要望」とは，苦情に分類することが不自然な要望のみをいう（例：悪質商法の法的規制強化の要望）。 
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（3）当事者の割合の推移（不当請求・架空請求を含む苦情相談）    ３０歳未満の若者の相談件数は，近年増加傾向にあったが，２８年度は減少に転じている。６５歳以上の高齢者の相談件数は減少しているが，全体の件数も減少したため，２８年度の６５歳以上構成比は増加に転じており，依然として，高齢者がトラブルに遭う回数は多い。       
 ※ 当事者の年齢が把握できる相談のみ                           （単位：件，％）    区  分 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 30歳未満構成比 12.7 11.8 9.6 9.9 9.9 10.8 9.8 65歳以上構成比 23.3 23.7 26.9 32.5 30.5 28.1 28.3 30歳未満件数※ 2,731 2,436 2,006 2,327 2,447 2,466 2,190 65歳以上件数※ 4,999 4,885 5,596 7,665 7,514 6,427 6,336 全 体 21,470 20,635 20,789 23,574 24,649 22,858 22,391 

    

３３３３    県民相談の概要県民相談の概要県民相談の概要県民相談の概要      県民相談で多い相談は，家事相談（７２８件）の中の「相続・遺言」（２８８件）及び「結婚・離婚」 （２３５件）に関するもので，全相談（１，４８３件）の３５．３％を占めている。 行政相談行政相談行政相談行政相談    内容別相談件数内容別相談件数内容別相談件数内容別相談件数                                         (単位：件，％)    区   分 平成２８年度 平成２７年度 増減率((Ａ－Ｂ)/Ｂ) ×100 相 談 の 内 容 相談件数(Ａ) 構成比 相談件数(Ｂ) 生活・福祉・保健関係 １３７ ３２．７  １２２ １２．３ 保健・衛生・医療，社会福祉など 土 木 建 築 関 係 ６８ １６．２ ５４ ２５．９ 道路・河川・砂防，建築・住宅・土地など 防 災 ・ 防 犯 関 係 ４２ １０．０ ３２ ３１．３ 暴力・防犯，人権など 商工・農林水産関係 ３５ ８．４ ３８ △７．９ 労働・雇用，農林水産業など そ の 他 １３７ ３２．７ １７３ △２０．８ 税金など 計 ４１９ １００．０  ４１９ ０．０   家事相談家事相談家事相談家事相談    内容別相談件数内容別相談件数内容別相談件数内容別相談件数                  (単位：件，％) 区   分 平成２８年度 平成２７年度 増減率((Ａ－Ｂ)/Ｂ) ×100 相 談 の 内 容 相談件数(Ａ) 構成比 相談件数(Ｂ) 相 続 ・ 遺 言 ２８８ ３９．６ ２５２ １４．３ 遺産分割，相続放棄など 結 婚 ・ 離 婚        ２３５ ３２．３ ２８８ △１８．４ 離婚，親権・養育など 家 庭 内 問 題        ９１ １２．５ ８５ ７．１ 夫婦の財産，親の扶養など そ の 他        １１４ １５．７ １２６ △９．５ 親族の扶養など 計 ７２８ １００．０ ７５１ △３．１  交通事故交通事故交通事故交通事故相談相談相談相談    内容別内容別内容別内容別相談相談相談相談件数件数件数件数                (単位：件，％)    区   分 平成２８年度 平成２７年度 増減率((Ａ－Ｂ)/Ｂ) ×100 相 談 の 内 容 相談件数(Ａ) 構成比 相談件数(Ｂ) 賠 償 関 係        １５３ ４５．５ １５５ △１．３ 賠償額算定 保 険 関 係        ８０ ２３．８ ７０ １４．３ 自賠責保険，労災，社会保険の請求方法示 談 の 仕 方        ４４ １３．１ ３７ １８．９ 示談の仕方 過 失 割 合        ５９ １７．６ ４９ ２０．４ 過失割合 そ の 他 ０ ０．０ ３９ △１００．０ 警察の違反点数，他の相談先 等 計 ３３６ １００．０ ３５０ △４．０  

（構成比） （件） 
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平成２平成２平成２平成２８８８８年度の主な相談事例年度の主な相談事例年度の主な相談事例年度の主な相談事例    

不当請求・架空請求不当請求・架空請求不当請求・架空請求不当請求・架空請求     

＜アダルトサイトのワンクリック請求＞   

【事例 １】中３の娘がスマートフォンでアダルトサイトに登録された。誤操作の人はメール送信

をするようなっていたので，メールを送ったらしい。『２４時間以内に電話をかければ利用料金

の未納情報を消去できるので，必ずサポートセンターへ電話をかけてください。追加料金なし

で退会ができます。』とのメールが届き，電話をかけたが営業時間の夜１０時を過ぎていたので

繋がらなかった。今朝，サポートセンターから電話がかかってきて，３０万円払ってもらうと

言われて，こわくなって電話を切ったという。どうすればよいか。（４０歳代・女性） 

 

＜身に覚えのない有料動画サイトの利用料を請求するショートメール＞   

【事例 ２】一昨日，情報サイト料金が未納というＳＭＳが届き，『本日中に連絡なき場合は身辺

調査の上，法的手続きに移行する。』とあった。怖い。無視をしていたが，どのように対応した

らよいのか。（６０歳代・女性） 

 

その他の相その他の相その他の相その他の相談談談談    

＜通信事業者名を騙った事業者との光回線乗換契約＞・・・インターネット通信サービス 

【事例 ３】契約中の大手通信事業者（Ａ社）を名乗るところから電話があり，「１年以内に今使っ

ているサービスが廃止となる。今なら新しいサービスへ切り替えるのに工事費が無料になる。」

と言われた。何度か会社名を尋ねたが，その度に，はっきりとＡ社を名乗り「こちらはＡ社か

らかけている」とまで言われたため，信用して承諾した。その後，パソコンに向かうよう指示

され，言われるまま転用承諾番号を取った。番号を取得した後，画面を印刷するように言われ，

後程電話をかけると言われた。１０分後に別の業者から電話が入り，転用番号，氏名等を聞か

れた。電話を切る直前に，解約すると違約金が発生することや，月額料金を伝えられたが，今

より１，０００円も高いことに気がついた。本当にＡ社だったのか不安に思い，今朝，Ａ社へ

連絡したところ，全く別の業者と契約していると言われた。（７０歳代・女性） 

 

＜賃貸アパートの原状回復費用をめぐるトラブル＞・・・不動産貸借 

【事例 ４】４年前に敷金５６，０００円（家賃２８，０００円×２）を払って入居した賃貸アパ

ートを退去したら，高額な原状回復費用を請求された。納得できない。立会いの時に不動産業

者から，「タバコを吸っていたので，壁紙貼替一式とエアコン・ハウスクリーニング代等で原状

回復費用が１４万円程になる。契約書の特約に書いてある。」と言われた。「タバコを吸ってい

たので壁紙貼替費用の請求は仕方がないが，経年劣化を考慮して欲しい。」と伝えたら，計算に

入れないと言われた。国土交通省のガイドラインの話をしたら，「ガイドラインに法的拘束力は

ない。」と言われた。（３０歳代・男性） 

 

＜サポート詐欺＞・・・情報提供サービス   

【事例 ５】パソコンを使ってインターネットをしていたら，画面が動かなくなった。画面に電話

番号が表示されたので電話をした。「パソコンを直す。」と言われたので，セキュリティソフト

の契約をし，クレジットカード番号を教えた。遠隔操作で固まっていた画面が動くようになっ

たが，詐欺だったのではないかと思う。支払った２９，０００円は取り返せるか，パソコンの

遠隔操作をされたことでウイルスが入っていないか，クレジットカード番号が悪用されないか

知りたい。（４０歳代・男性） 

 

＜証券会社を騙った不審な電話＞・・・商品一般  

【事例 ６】数日前と今日，証券会社を名乗り，１，０００万円当たったと電話がかかってきた。

どちらも妻が対応し，夫が留守なのでわからないと答えるとまた夕方かけると言ったそうだ。

今後どう対応したらよいか。（７０歳代・男性） 

 

※（  ）内は契約当事者の年齢・性別 
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＜借金の返済＞・・・融資サービス 

【事例 ７】消費者金融３社とカード会社２社に合計１２０万円の債務があるが滞納しているので

督促状が届いた。月収は１６万円から１７万円あるが，生活費の足しに借金をしてしまった。

カード会社の方はショッピング。支払いを滞らせていたら一括返済を迫られた。一括では無理

なので連絡をしていないが，月々の支払額を返済できる金額にまで下げることができるのであ

れば返したい。（２０歳代・男性） 

 

＜個人情報漏えいを削除してあげるという電話＞・・・役務その他 

【事例 ８】昨日，公共放送協会を名乗って電話があり「アンケートに答えてください。」と言われ，

信用して，一人暮らしであることや年齢などを話した。次第に経済状況について質問をし始め

「預貯金は５００万より多いか少ないか」と聞かれた。ちょっと怪しいと思ったが正直に答え

た。今日，消費生活センターを名乗って電話がかかり，個人情報が３件漏れているが削除を希

望するかどうかを聞かれた。削除を希望すると答えた後でおかしいと思い，「今忙しい」と電話

を切った。（６０歳代・女性） 

 

＜注文していない健康食品の送りつけ＞・・・健康食品 

【事例 ９】頼んでいない健康食品を代引きで送ると電話があった。注文していないと答えると高

額な違約金がかかると言われ，商品が届いた。商品は２万８千円だが，違約金は８万円と言わ

れた。受け取り拒否をすると伝えたにもかかわらず送ってきた。配達員に事情を話し，受取り

拒否をしたが，このまま様子を見てよいか。（７０歳代・女性） 

 

＜住宅のリフォームが工期を過ぎても終わらない＞・・・建築・工事等 

【事例 10】建築会社とリフォームの契約をしたが，工事内容が杜撰で手直しが続き，４か月の工

期予定であったものが１年以上かかって困っている。有名な会社であるし，天然木を使用して

くれるというので，信用して契約した。和室やリビング・水回り・キッチン・外壁と外回りの

リフォームの契約であるが，昨年４月に着工し，盆前には完成するという話であった。しかし，

設計が当方の意向を組んだ図面でなかったり，施工が下手で外壁の塗り直しなどの手直しが続

いたりで，工事が終わっていない。着手金や中間金で１千万円以上支払っている。本当は白紙

に戻して欲しいが，それはできないと言われたので，どのような解決をしたらよいか悩んでい

る。（４０歳代・女性） 

 

＜繋がらないＷｉ－Ｆｉの解約＞・・・移動通信サービス 

【事例 11】量販店で声をかけられＷｉ－Ｆｉルーターとタブレットの契約をしたが，最初から全

くつながらない。解約すると高額な違約金が発生する。納得できない。業者へ苦情を申し出た

が，「つながるはず」と言われ，対応してもらえない。契約時には，「動画も視聴できる。これ

があればスマホを何台もつなぐことができる。」と言われた。説明と違うので返品したい。 

（２０歳代・女性） 

 

＜自動車を契約したが，クーリング・オフしたい＞・・・自動車 

【事例 12】子どもが月々１万円の支払いで車が買えると言われ，７年リースで契約した。クレジ

ット会社から確認の電話があったが，契約時に言われた金額より高かったので断った。クーリ

ング・オフで解約したい。（５０歳代・女性） 
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平成２平成２平成２平成２９９９９年度消費年度消費年度消費年度消費生活生活生活生活相談窓口の開設状況相談窓口の開設状況相談窓口の開設状況相談窓口の開設状況    相談窓口名 窓 口 開 設 日 等 平成２８年度 相談件数 県の窓口 県 消 費 生 活 課 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）９時～１７時 ６，３０６ 東部地域県民相談室〔福山市〕 月曜～金曜日 （祝日，年末年始は除く。） ９時１５分～１６時 （１２時～１３時は休み） ２２４ 北部地域県民相談室〔三次市〕 月曜～金曜日 １８９ 計（窓口数 ３）  ６，７１９ （２４．７％） 

市  ・  町  の  窓  口 

広 島 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 火曜日を除く毎日（年末年始は除く。）  １０時～１９時 ８，４６５ 呉 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）   ８時３０分～１６時３０分（１２時～１３時は休み） １，２６１ 竹原市消費生活相談室 (竹原市及び大崎上島町にお住まいの方の相談窓口) 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）  １０時～１６時（１２時～１３時は休み） １２０  大 崎上 島町地 域経営課 内 奇数月の第１金曜日（祝日，年末年始は除く。）  １０時～１５時（１２時～１３時は休み） ２ 三 原 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）  ９時～１６時（１２時～１３時は休み） ５３９ 尾 道 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）  ９時～１７時（１２時～１３時は休み） ８７６ 福 山 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）  ８時３０分～１６時３０分 ６，１４４ 府 中 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 月曜，火曜，木曜，金曜日（祝日，年末年始は除く。）  １０時～１６時（１２時～１３時は休み） ２０１ 三 次 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。） ※ただし，水曜日は相談員は不在  ９時～１６時（１２時～１３時は休み） １４１ 庄 原 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）  ９時～１６時（１２時～１３時は休み） １４２ 大 竹 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 火曜日，金曜日（祝日，年末年始は除く。）  ９時～１６時（１２時～１３時は休み） ７６ 東 広 島 市 消費生活センター 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）  ９時～１７時（１２時～１３時は休み） １，１３３ 廿日市市消費生活センター 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）  ９時～１６時（１２時～１３時は休み） ７０６ 安芸高田市消費生活相談窓口 月曜日，金曜日（祝日，年末年始は除く。）  ９時３０分～１６時３０分（１２時～１３時は休み） ７７ 江田島市消費生活相談窓口 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）  １０時～１６時（１２時～１３時は休み） ２５ 府中町消費生活相談コーナー 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）  ９時～１６時（１２時～１３時は休み） ２４６ 海田町消費生活相談コーナー 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。） ※ただし，相談員の勤務は木曜日のみ  ９時３０分～１７時 ３２ 熊 野 町 消 費 生 活 相 談 窓 口 月曜日，水曜日（祝日，年末年始は除く。）  １０時～１６時（１２時～１３時は休み） ４５ 坂 町 消 費 生 活 相 談 窓 口 水曜日（祝日，年末年始は除く。） ９時～１６時（１２時～１３時は休み） ２７ 安芸太田町消費生活相談所 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）  ９時～１６時（１２時３０分～１３時３０分は休み） ３６ 北 広 島 町 消 費 生 活 相 談 室 月曜，木曜日（祝日，年末年始は除く。）  １０時～１６時（１２時～１３時は休み） ４９ 世 羅 町 生 活 安 全 相 談 窓 口 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）  １０時～１６時（１２時～１３時は休み） ５８  神石高原町消費生活相談窓口 月曜～金曜日（祝日，年末年始は除く。）  ９時～１６時（１２時～１３時は休み） ６７ 計 （窓口数 ２３）  ２０，４６８（７５．３％) 合  計（窓口数 ２６）  ２７，１８７ 注 西部地域県民相談室呉支所，西部地域県民相談室東広島支所及び東部地域県民相談室尾道支所は，平成29年度から廃止 平成28年度相談件数は，西部地域県民相談室呉支所３件，西部地域県民相談室東広島支所２件，東部地域県民相談室尾道支所20件 

参考 参考 


